
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

一

基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
改
正

経
済
対
策
の
事
業
や
経
済
対
策
に
合
わ
せ
た
独
自
の
地
域
活
性
化
策
等
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
と
な
る
財
源
を
措
置
す

（一）
る
た
め
、
令
和
四
年
度
に
限
り
、
「
臨
時
経
済
対
策
費
」
を
設
け
る
こ
と
。
（
改
正
法
附
則
第
二
条
関
係
）

令
和
四
年
度
に
限
り
、
地
方
公
共
団
体
が
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
臨
時
財
政
対
策
債
に
つ
い
て
、
令
和

（二）
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
お
い
て
基
準
財
政
需
要
額
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
の

範
囲
内
の
額
と
す
る
こ
と
。
（
地
方
交
付
税
法
附
則
第
六
条
の
二
関
係
）

二

令
和
四
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例

令
和
四
年
度
の
第
二
次
補
正
予
算
に
よ
り
増
額
さ
れ
た
同
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
額
に
つ
い
て
、
当
該
額
の
一
部
を
、

同
年
度
内
に
交
付
し
な
い
で
、
令
和
五
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
法
附
則
第
三
条
関
係
）
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地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
中
「
こ
の
条
の
」
を
「
第
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
八
月

三
十
一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
た
こ
の
条
の
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
臨
時
経
済
対
策
費
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
）

第
二
条

令
和
四
年
度
に
限
り
、
各
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
地
方
交
付
税
法

（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
財
政
需
要
額
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
経
費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
の
単
位
費
用
に
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
測
定
単
位
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

地
方
団
体
の
種
類

経

費

の

種

類

測

定

単

位

単

位

費

用
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円

道
府
県

臨
時
経
済
対
策
費

人
口

一
人
に
つ
き

一
、
八
〇
〇円

市
町
村

臨
時
経
済
対
策
費

人
口

一
人
に
つ
き

一
、
八
〇
〇

２

前
項
の
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
に
つ
き
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
算
定
の
基
礎
に
よ

り
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測

定
単
位
の
数
値
は
、
人
口
の
多
少
に
よ
る
段
階
そ
の
他
の
事
情
を
参
酌
し
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

数
値
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

測

定

単

位

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
の
基
礎

表

示

単

位

人
口

官
報
で
公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当

人

該
地
方
団
体
の
人
口

（
令
和
四
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
の
一
部
の
令
和
五
年
度
に
お
け
る
交
付
）

第
三
条

令
和
四
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
の
う
ち
法
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
震
災

復
興
特
別
交
付
税
額
以
外
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
以
内
の
額

を
、
同
年
度
内
に
交
付
し
な
い
で
、
法
第
六
条
第
二
項
の
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
で
ま
だ
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交
付
し
て
い
な
い
額
と
し
て
、
令
和
五
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
令
和
四
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
か
ら
法
附
則
第

十
一
条
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
を
控
除
し
た
額

二

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
四
年
度
分
に
係
る
法
第
十
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
各
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の

額
の
合
算
額

ロ

イ
に
規
定
す
る
合
算
額
の
九
十
四
分
の
六
に
相
当
す
る
額
に
法
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
度

分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
算
入
さ
れ
た
額
を
加
算
し
た
額
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理

由

地
方
財
政
の
状
況
等
に
鑑
み
、
令
和
四
年
度
に
限
り
臨
時
経
済
対
策
費
を
設
け
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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地

方

交

付

税

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

新

旧

対

照

条

文

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
令
和
四
年
度
分
の
交
付
税
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

（
令
和
四
年
度
分
の
交
付
税
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
六
条
の
二

令
和
四
年
度
分
の
交
付
税
に
限
り
、
道
府
県
及
び
市
町
村
の
基
準
財
政
需

第
六
条
の
二

令
和
四
年
度
分
の
交
付
税
に
限
り
、
道
府
県
及
び
市
町
村
の
基
準
財
政
需

要
額
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
道
府
県
に
あ
つ
て
は
第
一
号

要
額
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
道
府
県
に
あ
つ
て
は
第
一
号

に
掲
げ
る
額
を
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

に
掲
げ
る
額
を
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一

九
千
五
百
四
十
三
億
四
千
百
十
六
万
三
千
円
に
当
該
道
府
県
の
控
除
前
財
源
不
足

一

九
千
五
百
四
十
三
億
四
千
百
十
六
万
三
千
円
に
当
該
道
府
県
の
控
除
前
財
源
不
足

額
（
第
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
決
定
さ

額
（

れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
た
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し

た
場
合
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
超
え
る
額
（
当
該
額
が

た
場
合
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
超
え
る
額
（
当
該
額
が

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
各
道
府
県
の
控
除
前
財
源
不
足
額
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得

）
を
各
道
府
県
の
控
除
前
財
源
不
足
額
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額

た
額

二

略

二

略

２

略

２

略

３

都
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
区
域
を
道
府
県
と
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村

３

都
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
区
域
を
道
府
県
と
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村

と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
算
定
し
た
第
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
八
月

と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
算
定
し
た
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三
十
一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
た
こ
の
条
の
規
定
の

こ
の
条
の
規
定
の

適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
の
合
算
額
が
、
そ
の
全
区

適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
の
合
算
額
が
、
そ
の
全
区

域
を
道
府
県
と
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
算
定
し

域
を
道
府
県
と
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
算
定
し

た
基
準
財
政
収
入
額
の
合
算
額
を
超
え
る
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

た
基
準
財
政
収
入
額
の
合
算
額
を
超
え
る
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

と
す
る
。
）
を
も
つ
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
控
除
前
財
源
不

と
す
る
。
）
を
も
つ
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
控
除
前
財
源
不

足
額
と
す
る
。

足
額
と
す
る
。
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地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）（
抄
）

（
交
付
税
の
総
額
）

第
六
条

略

２

毎
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
所
得
税
及
び
法
人
税
の
収
入
見
込
額
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
三
十
三
・
一
、

酒
税
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
五
十
、
消
費
税
の
収
入
見
込
額
の
百
分
の
十
九
・
五
並
び
に
地
方
法
人
税
の
収
入
見
込
額
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
に

当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
交
付
税
で
、
ま
だ
交
付
し
て
い
な
い
額
を
加
算
し
、
又
は
当
該
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
交
付
す
べ

き
で
あ
つ
た
額
を
超
え
て
交
付
し
た
額
を
当
該
合
算
額
か
ら
減
額
し
た
額
と
す
る
。

（
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
）

第
十
条

普
通
交
付
税
は
、
毎
年
度
、
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
地
方
団
体
に
対
し
て
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
す

る
。

２

各
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
は
、
当
該
地
方
団
体
の
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
額
（
以
下
本
項
中

「
財
源
不
足
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
地
方
団
体
に
つ
い
て
算
定
し
た
財
源
不
足
額
の
合
算
額
が
普
通
交
付
税
の
総
額
を
こ
え
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

当
該
地
方
団
体
の
財
源
不
足
額
－
当
該
地
方
団
体
の
基
準
財
政
需
要
額

×
（
（財

源
不
足
額
の
合
算
額
－
普
通
交
付
税
の
総
額

）／
基
準
財
政
需
要

額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
地
方
団
体
の
基
準
財
政
需
要
額
の
合
算
額

）

３

総
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
を
、
遅
く
と
も
毎
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
交
付
税
の
総
額
の
増
加
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
九
月
一
日
以
後
に
お
い
て
、
普
通
交
付
税
の
額
を
決
定
し
、
又
は
既

に
決
定
し
た
普
通
交
付
税
の
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４
～
６

略

（
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
）

第
十
一
条

基
準
財
政
需
要
額
は
、
測
定
単
位
の
数
値
を
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
補
正
し
、
こ
れ
を
当
該
測
定
単
位
ご
と
の
単
位
費
用
に
乗
じ
て
得
た

額
を
当
該
地
方
団
体
に
つ
い
て
合
算
し
た
額
と
す
る
。

（
減
額
し
、
又
は
返
還
さ
れ
た
交
付
税
の
額
の
措
置
）

第
二
十
条
の
三

略

２

第
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
前
条
第
四
項
又
は
地
方
財
政
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
す
で
に
交
付
し
た
交
付
税
の
額
の
全

部
若
し
く
は
一
部
を
返
還
さ
せ
、
又
は
加
算
金
を
納
付
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
返
還
さ
れ
、
又
は
納
付
さ
れ
た
額
は
、
当
該
返
還
さ
れ
、
若

し
く
は
納
付
さ
れ
た
年
度
の
翌
年
度
又
は
翌
翌
年
度
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
に

算
入
し
、
当
該
算
入
し
た
年
度
の
特
別
交
付
税
の
総
額
に
算
入
す
る
。

附

則

（
令
和
四
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
の
特
例
）

第
四
条

令
和
四
年
度
に
限
り
、
同
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
第
四
号
か

ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
減
額
し
た
額
に
東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
、
復
興
事
業
そ
の
他
の
事
業
の
実
施
の
た
め
特
別
の

財
政
需
要
が
あ
る
こ
と
及
び
東
日
本
大
震
災
の
た
め
財
政
収
入
の
減
少
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
る
特
別
交
付
税
（
附
則

第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
震
災
復
興
特
別
交
付
税
」
と
い
う
。）
に
充
て
る
た
め
の
九
百
二
十
九
億
三
千

八
百
七
十
六
万
三
千
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

二

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
交
付
税
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
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い
う
。）
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
令
和
四
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
額

百
五
十
四
億
円

三

令
和
四
年
度
に
お
け
る
借
入
金
の
額
に
相
当
す
る
額

二
十
九
兆
六
千
百
二
十
二
億
九
千
五
百
四
十
万
八
千
円

四

令
和
三
年
度
に
お
け
る
借
入
金
の
額
に
相
当
す
る
額

三
十
兆
千
百
二
十
二
億
九
千
五
百
四
十
万
八
千
円

五

令
和
四
年
度
に
お
け
る
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
税
及
び
譲
与
税
配

付
金
特
別
会
計
の
一
時
借
入
金
に
係
る
利
子
及
び
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
に
係
る
利
子
の
支
払
に
充
て
る
た
め
必
要
な
額

七
百
九
億
円

六

旧
法
附
則
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
令
和
四
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
額

二
千
四
百
六
十
億

七
千
七
百
八
万
二
千
円

２

令
和
四
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
に
係
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
旧
法
附
則
第
四
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
お
い
て
同
年
度
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
算
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
四
百
四
十
九
億
百
七
十
二
万
円
を
減

額
す
る
。

（
令
和
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
及
び
特
別
交
付
税
の
総
額
の
特
例
）

第
十
一
条

令
和
四
年
度
に
限
り
、
同
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
総
額
は
、
同
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
か
ら
返
還

金
等
の
額
（
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
年
度
分
の
交
付
税
の
総
額
に
算
入
さ
れ
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び

令
和
四
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
（
旧
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税
の
総
額
に
加
算
さ

れ
た
旧
法
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
令
和
三
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
一
部
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
震
災
復
興
特
別
交
付
税

に
充
て
る
た
め
の
九
百
二
十
九
億
三
千
八
百
七
十
六
万
三
千
円
の
合
算
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
算
額
を
控
除
し

た
額
の
百
分
の
九
十
四
に
相
当
す
る
額
と
し
、
令
和
四
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
総
額
は
、
同
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
交
付
税

の
総
額
か
ら
返
還
金
等
の
額
及
び
令
和
四
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
の
百
分
の
六
に
相
当
す
る
額
に
返
還
金
等
の
額
及

び
令
和
四
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
合
算
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
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